
申請期限 

令和８年

3/13まで 

必着 

追加募集（対象期間：令和４年４月～令和７年９月） 

新潟県ＬＰガス高騰対策緊急支援補助金 

中小企業・個人事業主の皆様へ 

お問い合わせ (土日祝日、年末年始を除く 9:00～12:00および13:00～17:00) 

ＬＰガス高騰対策緊急支援事業補助金事務局 

TEL：０２５－２１０－５５２０ （一般社団法人新潟県LPガス協会） 
〒951-8131 新潟県新潟市中央区白山浦1丁目636-30 新潟県中小企業会館内  

対象者  令和４年１月以降の任意の１か月間の売上高又は粗利

益が、令和元年～令和３年の同じ月と比較して５％以上

減少している県内中小企業・個人事業主等 

支援額 15.44か月分※のＬＰガス使用量 

                 ×7.8円/kg（または17円/㎥） 

※ 令和４年４月から令和７年９月までの連続する任意の26か月分のLPガスの 

 使用量に15.44/26を乗じて算出します。 

※ 令和４年４月から令和７年９月までの期間を対象とする支援は、本募集をもっ

て終了しますので、ご了承ください。詳細は事務局へご確認ください。 

 

支援上限 最大10７万２千円 

申請方法 支援金を受け取るためには申請手続きが必要です。 

 新潟県のホームページから申請様式をダウンロード及び記

入のうえ、ＬＰガス高騰対策緊急支援事業補助金事務局へ申

請書類を郵送してください。 

注意 

事項 

・申請の際は、必ず「申請要領」をお読みください。 

・複数の支店・営業所等で個別に契約をしている場合は、合算したＬＰガス使用量で支援額を算出します。 

・第６回募集までに申請済の事業者も、差額分について再度申請が可能です。 

 （支援上限が６万２千円増加しています。追加申請を希望する事業者は、事務局へご連絡ください。) 

・予算に達した場合予告なく募集を締め切る場合があります。 

https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/sogyosuishin/20250630lpgasshien.html  

県ホームページ 

 LPガス使用量に応じて 

  支援金が受け取れます 


